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　ウ　夫の休日の家事・育児時間別にみた第2子以降の出生状況
我が国の夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況をみると，両者には正の関係性がみら

れます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：総務省「労働力調査」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注１：数値は，非農林業就業者（休業者を除く）総数に占める割合

注２：2011（平成23）年の値は，岩手県，宮城県及び福島県を除く全国結果

資料：厚生労働省「第14回21世紀成年者縦断調査（平成14年成年者）」

図表− 45【年齢別就業時間が週 60 時間以上の男性就業者の割合の推移】

図表− 46【夫の休日の家事・育児時間と第 2 子以降の出生状況】

　イ　子育て世代の男性の長時間労働
我が国の週60時間以上の長時間労働をしている男性は，どの年齢層においても，2005（平成

17）年以降おおむね減少傾向にあります。しかしながら，子育て期にある30歳代，40歳代の男性に
ついては，2018（平成30）年で，それぞれ13.7％，14.4％が週60時間以上就業しており，ほかの
年齢層に比べ高い水準となっています。
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⑤　ワーク・ライフ・バランス
本県におけるワーク・ライフ・バランスに取り組む企業は年々増加しており，2018（平成30）年

度は54.2％に達しています。
2018（平成30）年度の取組状況としては，「年次有給休暇の取得促進」が70.0%で最も多く，

「業務改善による労働時間の短縮」（59.0％），「メンタルヘルス対策」（51.7%）となっていま
す。
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資料：総務省統計局「社会生活基本調査（生活時間に関する調査）」

資料：県雇用労政課「鹿児島県労働条件実態調査報告書」

資料：県雇用労政課「鹿児島県労働条件実態調査報告書」

図表− 47【６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児時間の推移（１日当たりの総平均時間 - 週全体）】

図表− 48【ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業】

図表− 49【ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組状況（平成 30 年度）】

　エ　６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児時間
本県の６歳未満の子どもを持つ男性の家事・�育児関連時間は，2016（平成28）年は63分と

2011（平成23）年に比べて10�分増加しましたが，全国の82�分より19�分短くなっており，特に育
児時間が32�分と全国（49�分）に比べ17�分短くなっています。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
46.7% 45.8% 48.3% 54.2%

平成23年 平成28年
全国 鹿児島県 全国 鹿児島県

家事 12分 13分 17分 13分
育児 39分 30分 49分 32分
買い物 16分 10分 16分 18分
合計 67分 53分 82分 63分

都道府県順位 39位 40位
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今回調査

前回調査

（％）

しやすくなった しにくくなった 変わらない わからない 比べられない 無回答

20.8% 4.6% 31.5% 24.5% 13.6% 4.9%

7.6% 4.9% 25.9% 29.5% 13.8% 18.3%

資料：県民意識調査（問34）

図表− 50【県民意識調査結果（子育てしやすさについて）】

図表− 51【県民意識調査結果（子育ての心理面での悩み）】

⑥　子育て等に関する県民の意識
　ア　子育てしやすさ

「県民意識調査」によると，「変わらない」が31.5％で最も多く，次いで「わからない」が
24.5％，「しやすくなった」が20.8％となっています。前回調査と比較すると，「しやすくなっ
た」と回答した割合は13.2ポイント増加しています。

　イ　子育ての悩み
「県民意識調査」によると，子育ての心理面の悩みについては，「子どものしつけや教育の仕方が

よくわからない」が38.8％で最も多く，次いで「子どもの成績や勉強の指導が不安だ」が30.5％，
「子育てに追われて自分の時間がもてない」が28.6％となっています。前回調査と比較すると「子
どものしつけや教育の仕方がよくわからない」が13.1ポイント増加しています。
また，子育ての環境面での悩みについては，「子どもの教育費や習いごとなどにお金がかかる」が

49.3％で最も多く，次いで「子育てと仕事や家事との両立がしにくい」が31.0％，「子どもの出産
や育児にお金がかかる」が29.2％となっています。前回調査と比較すると，「子どもの教育費や習
いごとなどにお金がかかる」が16.9ポイント，「子どもの出産や育児にお金がかかる」が11.9ポイ
ント増加しています。

資料：県民意識調査（問23）
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　ウ　男性の子育て参加
「県民意識調査」によると，男性が子育てに積極的に関わることについては，「必要だと思う」が

78.9％，「どちらかといえば必要だと思う」が16.3％と，必要だと感じる割合（「必要だと思う」
＋「どちらかといえば必要だと思う」）が95.2％となっています。
必要だと感じる割合を男女別に確認すると，男性93.8％，女性95.8％となっており，男女ともに

男性が子育てに積極的に関わる必要があると考えていることがわかります。
また，年齢別にみると，年代が低いほど「必要だと思う」と回答した割合は高い傾向にあります。　

図表− 52【県民意識調査結果（子育ての環境面での悩み）】

図表− 53【県民意識調査結果（男性の子育て参加について）】

資料：県民意識調査（問24）
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資料：県民意識調査（問31）
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　エ　鹿児島県における男性の育児への関わり方
「県民意識調査」によると，本県における男性の育児への関わり方については，「時々はしている

と思う」が47.8％で最も多く，次いで「あまりしていないと思う」が34.3％，「積極的にしている
と思う」が9.6％，「全くしていないと思う」が5.5％の順となっており，「している（「積極的に
していると思う」＋「時々はしていると思う」）」と回答した割合は57.4％となっています。
「している（「積極的にしていると思う」＋「時々はしていると思う」）」と回答した割合を男女

別に確認すると，男性56.0％，女性58.4％となっています。
また，年齢別にみると，年代による大きな違いは見られません。

資料：県民意識調査（問36）
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図表− 54【県民意識調査結果（鹿児島県における男性の育児への関わり方）】
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　オ　男性が女性とともに積極的に子育てをしていくために必要なこと
「県民意識調査」によると，「家事や育児は女性の役割だという固定的な考えを改めること」が

61.3％で最も多く，次いで「夫婦ともに家事や育児の責任を担い，協力して行うこと」が53.2％，
「労働時間短縮や休暇制度を普及させること」が44.6％となっています。
前回調査と比較すると，「労働時間短縮や休暇制度を普及させること」が9.2ポイント，「企業中

心という社会全体の仕組みを改めること」が7.4ポイント増加しています。

　カ　子育て支援のために企業に整備してほしい制度
「県民意識調査」によると，「妊娠中，育児中の勤務時間の短縮」が44.4％で最も多く，次いで

「育児休業中の収入補填」が36.6％，「フレックスタイム制度の導入」が29.8％となっています。

資料：県民意識調査（問37）

資料：県民意識調査（問35）
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図表− 55【県民意識調査結果（男性が女性とともに積極的に子育てをしていくために必要なことについて）】

図表− 56【県民意識調査結果（子育て支援のために企業に整備してほしい制度）】

計画策定の背景
１　少子化をめぐる状況

第２章



3635

資料：県子育て支援課調べ

資料：県雇用労政課調べ

資料：県子育て支援課調

図表− 57【「育児の日」協力企業数の推移】

図表− 58【「かごしま子育て応援企業」登録数の推移】

図表− 59【かごしま子育て支援パスポート事業協賛店舗数の推移】

①　「育児の日（注4）」協力企業
「育児の日」協力企業数については，2018（平成30）年度は，126社と，2010（平成22）年度の

60社から2倍以上に増加しています。

②　「かごしま子育て応援企業（注5）」登録数
「かごしま子育て応援企業」登録数については，2018（平成30）年度は，452社と，2013（平成

25）年度の228社から2倍近く増加しています。

③　かごしま子育て支援パスポート（注6）事業協賛店舗
かごしま子育て支援パスポート事業協賛店舗数をみると，2018（平成30）年は1,843店舗となって

います。

（注４）�本県では，妊婦や子どものいる世帯を地域全体で応援する気運を醸成するため，毎月19日を「育児の日」と定め，広く県民に子育て応援を呼びかけ，様々
な取組を展開している。

（注５）�県では，企業の子育て支援を促進するため，従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を「かごしま子育て応援企業」として登録し，広く
紹介している。

（注６）�事業に協賛する企業や店舗のご好意により，パスポートを提示されたご家族に，割引や独自の優待サービスなどを提供していただくことで，子育て家庭を
地域全体で応援する仕組み

（６） 気運の醸成

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

60社 90社 102社 103社 123社 124社 125社 125社 126社

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

228社 263社 315社 377社 426社 452社

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1,849店舗 1,922店舗 1,925店舗 1,940店舗 1,843店舗
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奄美地域は，2008（平成 20）年～ 2012（平成 24）年の市町村別合計特殊出生率において，全国上位
30位までに８町が入るなど，全国的にも子宝に恵まれた地域として知られています（図表－�18）。
県では，2004（平成 16）年度に奄美地域にある 14市町村の合計特殊出生率の平均を上回っている７町

（和泊町，喜界町，天城町，伊仙町，知名町，徳之島町，与論町）を「奄美高子宝地域」として，調査・分
析を行い，「子宝を支える要因として示唆された主なもの」として以下のとおりまとめています。

 １ 「子は宝」という価値観
○子は宝という価値観がある。
○子どもは多いほどよい，理想的な子ども数を 4人以上と考えている。
○家族観として，夫婦単位より大きなイメージで捉えている。

２　共助の仕組み
○子育てに対する親族や地域の人からの支援網が充実している。
○地域に子・孫の世話を生きがいとする高齢者が多い。
○地域における育児の支援者でもある食生活改善推進員や民生委員，児童委員等の活動が盛んである。

３　出産・育児に関する公的サービス
○幼稚園，保育所等の設置数が多く，サービスを利用しやすい。
○保育所や幼稚園，放課後児童クラブを利用している。

４　地域に対する魅力
○地域に対して魅力を感じている。
○�子どもに対しても，地元に育ったことを誇りに思い，郷土文化の担い手として育ってほしいと望んでい
る。

奄美高子宝地域の要因コラム

�資料：鹿児島県「あまみ長寿・子宝プロジェクト事業成果報告書」（平成26年３月）

計画策定の背景
コラム　奄美高子宝地域の要因
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資料：総務省「国勢調査」

資料：総務省「国勢調査」

資料：総務省「国勢調査」

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
母子世帯（ａ） 10,785世帯 10,385世帯 11,720世帯 13,301世帯 13,942世帯 13,746世帯
父子世帯（ｂ） 1,975世帯 1,825世帯 1,949世帯 1,950世帯 1,689世帯 1,641世帯
計（ａ＋ｂ） 12,760世帯 12,210世帯 13,669世帯 15,251世帯 15,631世帯 15,387世帯

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
母子世帯の人員数(人，a） 31,703 36,071 37,336 36,780
母子世帯数（世帯，ｂ） 11,720 13,301 13,942 13,746
母子世帯の子どもの数（人，ｃ＝ａ－ｂ） 19,983 22,770 23,394 23,034
父子世帯の人員数(人，ｄ） 5,112 5,145 4,393 4,230
父子世帯数（世帯，ｅ） 1,949 1,950 1,689 1,641
父子世帯の子どもの数（人，ｆ＝ｄ－ｅ） 3,163 3,195 2,704 2,589
ひとり親世帯の子どもの数（人，ｃ＋ｆ） 23,146 25,965 26,098 25,623

１ 計画の策定について
（１） ひとり親世帯の状況

①　ひとり親世帯
本県のひとり親家庭（母または父と19歳以下の未婚の子どもの世帯）は，2015（平成27）年で，

15,387世帯であり，前回調査時の2010（平成22）年と比較し，1.6％減少しています。

②　ひとり親家庭の子どもの数
本県のひとり親家庭の子どもの数（ひとり親家庭の人員数からひとり親家庭の世帯数を差し引いた

推計値）は，2015（平成27）年で，25,623人となっており，前回調査時の2010（平成22）年と比
較し，1.8％減少しています。

③　ひとり親家庭の最年少の子どもの年齢
本県の2015（平成27）年のひとり親家庭の最年少の子どもを年齢別にみると，最年少の子どもが

小学生・中学生の年齢に当たる６～14歳の世帯が母子世帯で53.7％，父子世帯で54.8％，６歳未満の
幼児の世帯が，母子世帯で21.4％，父子世帯で8.5％となっており，母子世帯の7割以上，父子世帯の
6割以上に中学生以下の子どもがいます。

２ 母子及び父子並びに寡婦の状況

図表− 60【ひとり親世帯の推移】

図表− 61【ひとり親家庭の子どもの数の推移】

図表− 62【ひとり親家庭の最年少の子どもの年齢】
実数（世帯） 割合（％）

母子世帯 父子世帯 母子世帯 父子世帯
6歳未満 2,947� 139� 21.4� 8.5�
６～14歳 7,375� 899� 53.7� 54.8�
15～17歳 2,482� 425� 18.1� 25.9�
18～19歳 942� 178� 6.9� 10.8�
合計 13,746� 1,641� 100.0� 100.0�

計画策定の背景
２　母子及び父子並びに寡婦の状況
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④　公営住宅への入居の状況
ひとり親世帯に対しては，公営住宅への優先入居の取扱いが行われています。
2019（平成31）年４月１日現在，県営住宅1,634戸，市町村営住宅218戸にひとり親世帯が入居し

ています。

⑤　保育所等の待機児童の状況
本県の2019（令和元）年度待機児童（349人）のうち，母子家庭は８人と全体の2.3％となってい

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：県住宅政策室，子ども家庭課調べ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各年４月１日の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県営住宅については，旧特定公共賃貸住宅を含まない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県営住宅の母子世帯は，寡婦控除を受け，20歳未満の子がいる世帯を指す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県営住宅は，母子父子世帯向けの専用住宅は設けていない。

資料：県子育て支援課調べ。各年度4月1日現在。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
県営住宅管理戸数 11,960戸 12,002戸 11,988戸 12,014戸 12,042戸

うち母子世帯入居戸数 1,798戸 1,620戸 1,639戸 1,627戸 1,634戸
市町村営住宅戸数 36,568戸 36,377戸 37,372戸 36,259戸 36,121戸

うち母子父子世帯向け住宅戸数 294戸 296戸 284戸 281戸 278戸
うち母子父子世帯入居戸数 269戸 260戸 242戸 225戸 218戸

　 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
待機児童数（Ａ) 232人 182人 295人 354人 244人 349人

うち，母子家庭 23人 9人 18人 7人 7人 8人
うち，父子家庭 0人 0人 1人 0人 0人 0人
計（Ｂ） 23人 9人 19人 7人 7人 8人
割合（Ｂ／Ａ） 9.9% 4.9% 6.4% 2.0% 2.9% 2.3%

図表− 63【ひとり親世帯の公営住宅への入居の状況】

図表− 64【ひとり親家庭の待機児童の推移】

資料：県子ども家庭課調べ

図表− 65【寡婦世帯の推移】

①　寡婦世帯
本県の寡婦（かつて母子家庭として20歳未満の児童を扶養していた者）世帯は，2018（平成30）

年で，90,534世帯であり，2015（平成27）年と比較し，11.6％減少しています。

（２） 寡婦世帯の状況

平成17年度 平成22年度 平成27年度 平成30年度
65歳未満 24,459世帯 31,487世帯 33,210世帯 27,740世帯
65歳以上 52,943世帯 69,008世帯 69,236世帯 62,794世帯
計 77,402世帯 100,495世帯 102,446世帯 90,534世帯

計画策定の背景
２　母子及び父子並びに寡婦の状況
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②　ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業
ひとり親家庭等の個々の家庭の状況，職業適性，就業経験等に応じ，適切な助言を行う就業相談の

実施や，就業に結びつきやすい就業支援講習会の実施等一貫した就業支援サービスを実施していま
す。また，生活の安定と児童の福祉の増進を図るため，養育費の取り決め等専門家による相談体制の
整備等を総合的に行っています。
2018（平成30）年度の就業相談数は43件，就業支援講習会参加者数27人，専門家による特別相談

件数17件となっています。

資料：県子ども家庭課調べ

資料：県子ども家庭課調べ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

就業相談件数 66件 62件 47件 43件

就業支援講習会参加者数（計） 41人 47人 35人 27人

パソコン講習会 － ８人 ８人 ９人

医療事務講習会 31人 19人 14人 18人

子育て支援員講習会 － 20人 13人 －

介護職員初任者研修講習会 10人 － － －

専門家による特別相談件数 7件 21件 20件 17件

図表− 66【母子父子寡婦福祉資金貸付事業実績の推移】

図表− 67【ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業実績の推移】

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

母子福祉資金
196件 181件 188件 173件

97,993千円 97,195千円 93,943千円 87,554千円

父子福祉資金
3件 5件 7件 10件

857千円 2,320千円 2,719千円 3,466千円

寡婦福祉資金
4件 4件 4件 2件

2,311千円 3,058千円 2,518千円 2,048千円

計
203件 190件 199件 185件

101,161千円 102,573千円 99,180千円 93,068千円

①　母子父子寡婦福祉資金貸付事業
母子父子寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り，併せてその扶養している児童の福祉を

増進するため，必要な資金の貸付を行っており，2018（平成30）年度の実績は185件（母子173件，
父子10件，寡婦2件）となっています。

（３） 支援事業の実施状況

計画策定の背景
２　母子及び父子並びに寡婦の状況
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③　ひとり親家庭自立支援給付金事業
　ア　自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の親に対し，教育訓練講座を受講し，修了した場合にその経費の一部を支給してお
り，2017（平成29）年度の給付件数は2件となっています。

　イ　高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の親の就職の際に有利であり，かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため，

看護師等の資格取得のための養成機関で１年以上修業する際に高等職業訓練促進給付金を支給すると
ともに，養成機関への入学時における負担を考慮した高等職業訓練修了支援給付金を修了時に支給し
ています。
2018（平成30）年度の高等職業訓練促進給付金対象者数は5人，高等職業訓練修了支援給付金対

象者数は0人となっています。

資料：県子ども家庭課調べ

資料：県子ども家庭課調べ

資料：県子ども家庭課調べ

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
給付件数 1件 － 2件 －
給付額 17,400円 － 88,318円 －

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
派遣延べ回数 62件 117件 208件 132件
派遣延べ時間数 417時間 564時間 431時間 463時間

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

高等職業訓練促進給付金
対象者数 4人 ７人 ９人 ５人
給付額 4,210千円 7,928千円 8,738千円 5,174千円

高等職業訓練修了支援給付金
対象者数 3人 ２人 ３人 －
給付額 125千円 50千円 125千円 －

図表− 68【自立支援教育訓練給付金事業実績の推移】

図表− 69【高等職業訓練促進給付金等事業実績の推移】

図表− 70【ひとり親日常生活支援事業実績の推移】

④　ひとり親日常生活支援事業
ひとり親家庭の親等の修学等の自立促進に必要な事由や，疾病等により一時的に生活援助や保育等

のサービスが必要な場合又は生活環境が激変し，日常生活を営むのに支障が生じている場合に，家庭
生活支援員を派遣しています。
2018（平成30）年度の延べ派遣回数は132件，時間にして463時間となっています。

計画策定の背景
２　母子及び父子並びに寡婦の状況
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資料：厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」

資料：厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」

昭和60 63 平成3 6 9 12 15 18 21 24 27

相対的貧困率(%) 12.0� 13.2� 13.5� 13.8� 14.6� 15.3� 14.9� 15.7� 16.0� 16.1� 15.6�

子どもの貧困率(%) 10.9� 12.9� 12.8� 12.2� 13.4� 14.4� 13.7� 14.2� 15.7� 16.3� 13.9�

子どもがいる現役世帯(%) 10.3� 11.9� 11.6� 11.3� 12.2� 13.0� 12.5� 12.2� 14.6� 15.1� 12.9�

　
大人が一人 54.5� 51.4� 50.1� 53.5� 63.1� 58.2� 58.7� 54.3� 50.8� 54.6� 50.8�

大人が二人以上 9.6� 11.1� 10.7� 10.2� 10.8� 11.5� 10.5� 10.2� 12.7� 12.4� 10.7�

中央値（万円）(�a�) 216� 227� 270� 289� 297� 274� 260� 254� 250� 244� 245�

貧困線（万円）(�a/2�) 108 114� 135� 144� 149� 137� 130� 127� 125� 122� 122�

１ 計画の策定について
（１） 全国の相対的貧困率等

相対的貧困率及び子どもの貧困率ともにおおむね右肩あがりで上昇しており，2012（平成24）
年に相対的貧困率は16.1%，子どもの貧困率は16.3%と最も高くなっています。直近の2015（平成
27）年は，相対的貧困率は15.6%，子どもの貧困率は13.9%となっています。
子どもがいる現役世帯については，12.9％となっており，そのうち，大人が一人の世帯では

50.8％，大人が二人以上の世帯では，10.7%となっています。

３ 子どもの貧困の状況

図表− 71【貧困率等の年次推移】

図表− 72【相対的貧困率及び子どもの貧困率】

昭和60年 6年63年 平成3年 27年9年 12年 15年 18年 21年 24年
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所得中央値の一定割合（50％が一般的。いわゆる「貧困線」を下回る所得しか得ていない者の割合。）

（参考）相対的貧困率

1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相対的貧困率＝x÷n×100（%）

③「n／２」の特定

人数n／2（中央値）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・n

可
処
分
所
得

①世帯員数の差を調
整した「可処分所得」
を算出
（「等価可処分所得」（世
帯所得を世帯員数の平
方根で割ったもの））

②「可処分所得」を低い順に並べる

相対的貧困率の算出に当たって用いる「可処分所得」には、以下
のものが含まれる。　※「資産」の多寡については考慮していない。

収入

「可処分所得」

就労所得

財産所得

仕送り等

直接税・社会保険料

現物給付
（保健、医療、介護サービス等）

資産

公的年金

その他の
現金給付

x

所得中央線

貧困線

⑥貧困線を下回る
者の数（x人）を特定

⑤「貧困線」の算出
（所得中央値の50%）

④「所得中央値」の算出
（真ん中の順位の人の所得）

資料：厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」

計画策定の背景
３　子どもの貧困の状況

第２章



4443

①　生活保護世帯数及び保護率
本県の生活保護世帯数及び保護率はおおむね横ばいで推移しており，2017（平成29）年度の生活

保護世帯数は23,909世帯，保護率は19.2‰となっており，全国の16.8‰よりも2.4ポイント高くなっ
ています。

②　生活保護世帯の子どもの数
本県の生活保護世帯の子ども（19歳以下の者）の数は，毎年減少しているものの，2018（平成

30）年は3,417人となっており，被保護人員全体の約1割を占めます。

（２） 生活保護受給世帯等

世帯数（世帯）
25,000

24,500

24,000

23,500

23,000

22,500

22,000

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

保護率（‰）

平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

生活保護世帯数（鹿児島県） 保護率（全国）保護率（鹿児島県）

18.8
19.3

19.5 19.5 19.4 19.4
19.2

16.2

16.8
17.0 17.1 17.1 16.9 16.823,057

23,758

24,003 24,063 24,103 24,078
23,909

図表ー 73【生活保護世帯の推移】

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

0～19歳
被保護人員(a) 4,320人 4,063人 3,820人 3,538人 3,417人

対前年増減 ▲�4.6% ▲�5.9% ▲�6.0% ▲�7.4% ▲�3.4%

総数
被保護人員(b) 32,108人 31,730人 31,260人 30,776人 30,429人

対前年増減比 ▲�0.9% ▲�1.2% ▲�1.5% ▲�1.5% ▲�1.1%

19歳以下の構成比(a/b) 13.5% 12.8% 12.2% 11.5% 11.2%

資料：厚生労働省「被保護者調査」

図表ー 74【生活保護世帯の子どもの数の推移】

※各年７月31日現在の人員(平成30年は暫定値）
資料：厚生労働省「被保護者調査」

計画策定の背景
３　子どもの貧困の状況
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①　生活保護世帯の進学率，就職率
本県の生活保護世帯の子どもの中学校卒業後の進学率は，2018（平成30）年で，94.0％となって

おり，県全体の進学率99.1％に比べ，5.1ポイント低くなっています。高等学校等卒業後の進学率も
24.7％と県全体の進学率69.4％に比べ，44.7ポイント低くなっています。
生活保護世帯の子どもの中学校卒業後の就職率は，2018（平成30）年で，0.4％となっており，高

等学校等卒業後の就職率は，68.0％となっています。
生活保護世帯の子どもの高等学校等中退率は，2018（平成30）年度で4.2％となっており，県全体

の中退率2.2％を２ポイント上回っています。

②　児童養護施設入所児童の進学率，就職率
本県の児童養護施設（注7）入所児童の中学校卒業後の進学率は，2018（平成30）年で96.3％となっ
ており，県全体の進学率の99.1％に比べ2.8ポイント低くなっています。
また，高等学校卒業後の進学率は22.8％と，県全体の進学率の69.4％に比べ46.6ポイント低くなっ

ています。
児童養護施設入所児童の中学校卒業後の就職率は，2018（平成30）年は1.9％，高等学校卒業後の

就職率は73.7％となっています。

（３） 進学率，就職率

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

生活保護世帯 7.0% 6.0% 4.9% 5.3％ 4.2％

県 1.8% 1.9% 1.7% 1.8% 2.2%

図表ー 76【生活保護世帯の子どもの高等学校等中退率】

資料：�生活保護世帯については厚生労働省社会・援護局保護課調べ，県全体については，文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導
上の諸課題に関する調査」

（注7）�保護者のない児童（乳児を除く），虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて，これを養護し，あわせて退所した者に対する相談その
他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

中学校
卒業後

進学
生活保護世帯 93.2% 95.5% 86.6% 93.5% 94.0%

県　全　体 99.0% 98.9% 99.2% 99.1% 99.1%

就職
生活保護世帯 1.9% 1.4% 1.0% 0.4% 0.4%

県　全　体 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%

高等学校等
卒業後

進学
生活保護世帯 28.6% 32.4% 24.4% 27.9% 24.7%

県　全　体 70.1% 70.2% 70.6% 70.1% 69.4%

就職
生活保護世帯 54.2% 52.9% 57.4% 50.6% 68.0%

県　全　体 27.9% 27.5% 27.3% 27.1% 28.2%

図表ー 75【生活保護世帯の子どもの進学率，就職率】

資料：生活保護世帯については厚生労働省社会・援護局保護課調べ，県全体については文部科学省「学校基本調査速報値」を元に算出
　　　　　※進学は，専修学校，各種学校，公共職業能力開発施設等へ進学したものを含む。
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

中学校
卒業後

進学
施設入所児童 97.2% 94.9% 100.0% 93.2% 96.3%

県　全　体 99.0% 98.9% 99.2% 99.1% 99.1%

就職
施設入所児童 1.4% 1.3% 0.0% 6.8% 1.9%

県　全　体 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%

高等学校等
卒業後

進学
施設入所児童 22.0% 15.6% 22.2% 21.2% 22.8%

県　全　体 70.1% 70.2% 70.6% 70.1% 69.4%

就職
施設入所児童 76.3% 84.4% 73.3% 75.0% 73.7%

県　全　体 27.9% 27.5% 27.3% 27.1% 28.2%

図表ー 77【児童養護施設入所児童の進学率，就職率】

資料：施設入所児童は子ども家庭課調べ（各年３月末現在の状況），県全体は文部科学省「学校基本調査速報値」を元に算出
※進学は，専修学校，各種学校，公共職業能力開発施設等へ進学したものを含む。

資料：就学援助実施状況等調査（文部科学省）

就学援助（注8）を受けた県内の小中学校の要保護児童生徒数と準要保護児童生徒数の合計は，2012（平
成 24）年度は，28,415 人であり，公立小中学校児童生徒数（138,380 人）の 20.5％でしたが，2016（平
成 28）年度は，29,386 人と，公立小中学校児童生徒数（134,028 人）の 21.9％となっており，公
立小中学校児童生徒数はわずかながら減少しているものの，要保護児童生徒数と準要保護児童生徒数の
合計及び就学援助率ともに上昇しています。

（４） 就学援助

（注8）�学校教育法に基づき，経済的理由によって，就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して，市町村が実施する必要な援助

22.0%

21.5%

21.0%

20.5%

20.0%

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（人）

平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

準要保護児童生徒数 要保護児童生徒数

138,380
134,028

20.5%

就学援助率

公立小中学校児童生徒数公立小中学校児童生徒数
21.9%

28,415 29,386

図表ー 78【要・準要保護児童生徒数の推移】
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①　世帯類型と所得類型
2017（平成29）年度に県が実施した「かごしま子ども調査」の回答者を所得類型別と世帯類型別

に集計すると，母子世帯におけるＡ類世帯（等価可処分所得が中央値の２分の１（122万円）未満の
世帯）の割合が39.7％と約4割を占めており，他の世帯類型と比べて，母子世帯は特に所得が低い傾向
にあります。
また，Ａ類世帯とＢ類世帯（等価可処分所得が122万円以上244万円未満の世帯）を合算すると，

母子世帯では74.8％，父子世帯では69.4％と7割近くを占めていますが，二人親世帯は48.6％である
ことから，二人親世帯と母子世帯や父子世帯には，所得（家計収入）の面で大きな差異があります。

②　保護者の就労形態
「かごしま子ども調査」に回答した保護者の就労形態をみると，父親については，父子世帯で二人

親世帯と比べて，正規雇用の割合が低く，非正規雇用や自営業の割合が高い状況となっています。
母親については，母子世帯で二人親世帯と比べて，正規雇用の割合が高く，自営業や無職・その他

の割合が低い状況となっています。母親が主たる収入を得ている母子世帯においては，正規雇用が
36.3％と約4割を占めていますが，二人親世帯の父親や父子世帯と比較すると，正規雇用の割合は非常
に低くなっています。
性別でみると，母親は世帯類型に関わらず，父親に比べて正規雇用の割合が低く，非正規雇用の割

合が高くなっています。

（５） 「かごしま子ども調査」調査結果

資料：かごしま子ども調査（図表3）

資料：かごしま子ども調査（図表4）

図表ー 79【かごしま子ども調査結果（世帯類型と所得類型）】

図表ー 80【かごしま子ども調査結果（保護者の就労形態）】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A類世帯 B類世帯 C類世帯 無回答

12.9% 39.6% 43.1%

8.7% 39.9% 47.1%

39.7% 35.1% 20.9%

14.7% 54.7% 28.0%

25.0% 20.0% 15.0% 40.0%

全体

二人親世帯

母子世帯

父子世帯

その他の世帯

世
帯
類
型
別

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規雇用 非正規雇用 自営業（専従業者含む） 無職・その他 無回答

47.3% 25.6% 10.9% 11.7%

75.1% 15.1%

60.0% 8.0% 20.0% 8.0%

20.8% 45.3% 7.6% 21.9%

36.3% 44.3%

全体

二人親世帯

父子世帯

二人親世帯

母子世帯

父
親

母
親

13.7%
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③　父親の就労状況
「かごしま子ども調査」に回答した父親の就労状況をみると，全体では，「働いている」との回答

が82.0％と，約8割を占めています。
所得類型別では，Ａ類世帯（等価可処分所得が中央値の２分の１（122万円）未満の世帯）では

「働いている」が52.6％と，Ｂ類世帯（等価可処分所得が122万円以上244万円未満の世帯）やＣ類
世帯（等価可処分所得が中央値（244万円）以上の世帯）と比べて非常に少なくなっています。しか
し，「父親はいない」との回答が36.8％であることから，Ａ類世帯には母子世帯が多くいると考えら
れます。

④　医療機関の受診
「かごしま子ども調査」によると，経済的な理由から医療機関で子どもの受診をためらった経験が

「ある」との回答が全体の15.3％となっています。所得類型別では，特にＡ類世帯（等価可処分所得
が中央値の２分の１（122万円）未満の世帯）において受診をためらった経験が「ある」との回答が
32.3％となっており，A類世帯の3分の1程度を占めています。

資料：かごしま子ども調査（問25）

資料：かごしま子ども調査（問29）

図表ー 81【かごしま子ども調査結果（父親の就労状況）】

図表ー 82【かごしま子ども調査結果（経済的な理由から医療機関で子どもを受診させることをためらったことがあるか）】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いている 働いていない 父親はいない 無回答

90.5% 6.1%

82.0% 12.3%

52.6% 36.8% 7.2%

83.1% 10.4% 5.6%

全体

A類世帯

B類世帯

C類世帯

所
得
類
型
別

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

6.2% 92.1%

15.3% 82.0%

32.3% 65.2%

20.1% 76.8%

全体

A類世帯

B類世帯

C類世帯

所
得
類
型
別
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⑤　学習機会の確保
「かごしま子ども調査」によると，「ない（子どもの学習意欲にこたえられなかったことはな

い）」が64.7％，「ある（こたえられなかったことがある）」との回答は34.1％となっています。
所得類型別では，Ａ類世帯（等価可処分所得が中央値の２分の１（122万円）未満の世帯）では

「ある」との回答が54.3％と約半数を占めていますが，Ｃ類世帯（等価可処分所得が中央値（244万
円）以上の世帯）では20.5％となっています。

⑥　公共料金の支払い等ができなかった経験の有無について
公共料金（電気料金・ガス料金・水道料金）の支払い等ができなかった経験の有無について，全体

をみると，「なかった」との回答が55.3％と最も多く，次に「該当しない（32.7％）」，「あった
（10.3％）」の順となっています。
世帯類型別でみると，母子世帯や父子世帯，その他の世帯において「あった」との回答が，二人親

世帯に比べ多くなっています。

資料：かごしま子ども調査（問16）

資料：かごしま子ども調査（問28ー①）

図表ー 83【かごしま子ども調査結果（経済的な理由により，子どもの学習意欲にこたえられなかったことがあるか）】

図表ー 84【かごしま子ども調査結果（過去 1 年間に，経済的な理由により，
「公共料金（電気料金・ガス料金・水道料金）の支払い等」ができなかったことがあったか）】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

20.5% 78.8%

34.1% 64.7%

54.3% 44.0%

42.8% 55.7%

全体

A類世帯

B類世帯

C類世帯

所
得
類
型
別

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった 該当しないなかった 無回答

10.7% 48.0% 38.7%

15.0% 50.0% 20.0% 15.0%

10.3% 55.3% 32.7%

8.8% 55.9% 33.8%

20.0% 52.9% 25.1%

全体
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母子世帯
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その他の世帯
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４ 子どもの状況
（１） 学習状況

（２） 体力

①　全国学力・学習状況調査
2019（令和元）年度の全国学力・学習状況調査では，本県の正答率は，小学6年生の国語が全国平

均を上回り，算数及び中学3年生の国語，数学，英語が全国平均を下回っています。

①　全国体力・運動能力，運動習慣等調査
児童生徒の体力や運動能力は，国が実施している「全国体力•運動能力，運動習慣等調査」において

は，近年，全国，本県ともに低下傾向に歯止めがかかっています。
同調査の本県の児童生徒の体力合計点は，年々上昇していますが，全国平均に達していない状況です。

学年

令和元年度 平成３０年度

教科 県平均
正答率

全国平均
正答率

（参考）
全国平均
との差※1

教科 県平均
正答率

全国平均
正答率

（参考）
全国平均
との差※1

小学校
(６年)

国語 66 63.8 2.2 国語
Ａ 70 70.7 ▲0.7
Ｂ 53 54.7 ▲1.7

算数 65 66.6 ▲1.6 算数 Ａ 64 63.5 0.5
Ｂ 49 51.5 ▲2.5

理科 59 60.3 ▲1.3

中学校
(３年)

国語 70 72.8 ▲2.8 国語 Ａ 75 76.1 ▲1.1
Ｂ 58 61.2 ▲3.2

数学 57 59.8 ▲2.8 数学 Ａ 64 66.1 ▲2.1
Ｂ 45 46.9 ▲1.9

英語※2,※3 53 56.0 ▲3.0
理科 65 66.1 ▲1.1

図表ー 85【全国学力・学習状況調査結果】

資料：県教育庁調べ
※１　県平均正答率は四捨五入された数値であるため，実際の差と数値が異なる場合がある。
※２　英語の正答率は「話すこと」を除く。
※３　英語「話すこと」調査結果（参考値）について，鹿児島県の平均正答数は全国同等（1.5問/５問）であった。

52
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（点）

平成21年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

全国女平均
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全国男平均

県男平均

図表ー 86【体力合計点の経年比較（小学校）】

資料：鹿児島県教育委員会「鹿児島県教育振興基本計画」
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②　チャレンジかごしま（注９）

体力・運動能力調査等の結果を活用した体力向上の取組等により，公立小・中学校等の「一校一運
動」の実施率は100％となっていますが，「チャレンジかごしま」への参加率は，小学校83％，中学
校51％にとどまっています。
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小学校
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図表ー 87【体力合計点の経年比較（中学校）】

図表ー 88【チャレンジかごしまへの参加率の推移】

資料：鹿児島県教育委員会「鹿児島県教育振興基本計画」

資料：県教育庁調べ。中学校については，平成27年度から実施。

（注9）�本県の児童生徒の運動習慣の育成や体力向上を図るために，各学校の実態に応じて体育・保健体育，特別活動等の授業及び昼休み・放課後等の時間帯におい
て連続縄跳び，長縄8の字連続跳び，短縄跳び，一輪車リレー，連続馬跳び，手つなぎ横とび等の種目（小学校6種目，中学校4種目）を行い，体を動かす楽
しさやよさを味わわせるとともに，仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に取り組むことにより，好ましい人間関係や社会性を育成し，自己の健康や体
力の課題に応じた運動を実践することができる生徒を育成する。
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本県における児童虐待の状況をみると，2014（平成26）年度は通告・相談782件，認定530件でした。
2018（平成 30）年度は通告・相談 2,158 件，認定 1,519 件となっており，2014（平成 26）年度
と比較するといずれも 3倍近く増加しています。
また，児童相談所が認定した児童虐待を種類別に見ると，心理的虐待が最も多く，次いで身体的虐待，

ネグレクトの順になっています。
また，2018（平成 30）と 2014（平成 26）年度を比較すると，心理的虐待が大きく増加しています。
これは，児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案（面前ＤＶ）について，警察か

らの通告が増加したことが主な要因となっています。

（３） 児童虐待

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（件）

平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

782

1,001
1,115

1,651

2,158

530 588
735

1,148

1,519

通告・相談 認定

図表ー 89【本県における児童虐待認定件数等の推移】

資料：県子ども家庭課調べ（児童相談所分と市町村分を合わせた値）

　 身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 合計

平成26年度 83 61 6 97 247

平成27年度 87 86 10 123 306

平成28年度 100 77 3 172 352

平成29年度 173 58 10 540 781

平成30年度 198 100 14 819 1,131

図表ー 90【本県における児童虐待種類別件数の推移（児童相談所分のみ）】

資料：県子ども家庭課調べ
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①　声掛け事案
本県の2018（平成30）年の子どもへの声掛け事案件数は393件となっており，前年の356件より

増加しています。

②　交通事故
本県の2019（令和元）年の交通事故死者数は２人と，前年の１人より増加しています。
交通事故負傷者数は，198人と前年の238人より40人減少しています。

③　いじめ
　ア　いじめの認知件数

2018（平成30）年度の本県公立学校のいじめの認知件数は7,616件となっており，前年度の
5,378件より増加しています。本県では「県いじめ防止基本方針」に基づき，「１件でも多く発見
し，それらを解消する」よう指導してきており，いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知する
よう取り組んでいるところです。

（４）安心・安全
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5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（件）

平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校
840 883

643 620 612

2,183

3,228
3,935

3,509

5,436

2,034
1,855

1,345 1,214 1,540

図表ー 93【いじめ認知件数の推移】

資料：鹿児島県教育委員会「鹿児島県教育振興基本計画」

　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
発生状況（件） 309 299 373 356 393

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

死者数

幼児 0 0 1 0 0 1 0
小学生 0 4 1 0 0 0 2
中学生 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 4 2 0 0 1 2

負傷者数

幼児 108 101 66 84 71 54 52
小学生 215 173 184 163 134 117 97
中学生 123 105 99 79 99 67 49
合計 446 379 349 326 304 238 198

図表ー 91【子どもへの声掛け事案等の発生状況】

図表ー 92【交通事故死傷者数の推移】

資料：鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり県民会議「令和元年度県民の総力をあげて犯罪をなくす県民運動実施要綱」

資料：交通事故統計分析表
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